
令和６年度地域協議会 議事要旨 

 

○日  時：令和６年５月 27日（月）15時 20分～16時 00分 

○会  場：大田区社会福祉協議会 

○司会進行：大田区社会福祉協議会 事務局次長 

〇オブザーバー：大田区 

 
１．地域協議会について 

司 会   ただいまから、令和６年度地域協議会を開催いたします。 

本協議会の目的を申し上げます。大田区と大田区社協が、地域公益

事業を行う社会福祉法人の社会福祉充実計画の作成支援にあたり、

その事業内容や区域でのニーズについて関係者の意見を聴く場とし

て開催しています。そして地域における公益的な取組を進めていく

うえで、地域課題を理解し関係者とのネットワークづくりを推進す

るために開催するものでございますので、大田区社協が運営を担っ

ております。なお、本日は、大田区より福祉部の濵田指導監査担当課

長、福祉部福祉管理課法人指導の担当者の方にもオブザーバーとし

て参加いただいています。よろしくお願いいたします。 

 

次第に沿って進めさせていただきます。この地域協議会について

は、社協が設置する「大田区地域福祉活動計画推進委員会委員」を当

協議会の委員としておりますのでよろしくお願いいたします。 

 
社 協   社会福祉法の改正によって、「地域協議会」を整備することにな

りました。その背景として、資料２の１ページ目をご覧ください。
「再投下対象財産の有効活用について」社会福祉法人が保有する財
産については、事業継続に必要な財産を控除した上で再投下が可能
な財産である「社会福祉充実財産」を算定することになっていま
す。この計算式によって、「社会福祉充実財産」が生じた法人は、
「社会福祉充実計画案」を作成することになっています。 

２ページをご覧ください。社会福祉充実財産の使途は、以下の
３つの順位で検討し、「社会福祉充実計画」に基づき再投資される
ことになります。なかでも、第２順位の「地域公益事業」に取り
組む場合には、その事業内容が、きちんと地域のニーズを踏まえ
たものか、地域協議会で意見を聴くことを必要としています。 

      では、「地域公益事業に取り組まない場合は地域協議会を開催し
なくてもいいのか？」といいますと、国は、「地域公益事業の実施
希望がない場合でも、地域における公益的な取り組みを進めていく
うえで、地域課題を理解し、関係者とのネットワークづくりを推進
することは有用である」として地域協議会は毎年度１回以上は開催
することが望ましいとしています。 



こうしたことから、資料１の規程の第２条では、地域公益事業
に関すること以外にも協議事項として定めています。本日につい
ても、地域公益事業への取組希望の法人はございませんが、次第
のとおり開催したく存じます。資料３については、区内に法人本
部を置く社会福祉法人における「地域における公益的な取組」の
一覧をつけております。 

本日、オブザーバーとして参加していただいている、法人指導
の方から資料３の社会福祉法人の「地域における公的な取組」に
ついて説明のほどよろしくお願いいたします。 

 

区職員   資料３は、大田区長が所轄する社会福祉法人から令和５年度に届
出のあった、令和４年度の「地域における公益的な取組」の実績
一覧で、19法人で合計 97の取組を実施しております。各法人が、
地域の福祉ニーズに対応するため、地域関係者とのネットワーク
を活用した事業がたくさん明記されています。特に複数の法人が
連携を図りながら実施している取組もございます。例えばひとり
親家庭の小中学生を対象とした学習支援を行う「れいんぼう事業
（№1）」は大田区社会福祉協議会、池上長寿園、大田幸陽会、大
洋社が連携して行っている取組で、そのような事業も一覧に記載
しています。 

過去の実績についての資料は配付しておりませんが、コロナ前
の令和元年度は 107の取組みがありました。令和２年度は 76、令
和３年度は 89と令和元年度と比べると少なかったですが、令和４
年度は 97まで回復してきました。 

厚生労働省は、地域共生社会の実現に向けての社会福祉法人の 
役割の 1つとして「地域における公益的な取組」を位置付けてお
り、積極的な実施を呼びかけているところです。 

大田区長が所轄する社会福祉法人の平均取組数は平均 5.1件で
全 19法人が行っているため、実施率は 100％と高い実績が出てい
ます。一方、東京都内の社会福祉法人では、平均 3.9件、実施率
は 99.3％であります。 

これからも地域共生社会の実現に向けて皆さま方のご意見をい
ただけると幸いです。 

 

２．大田区社会福祉法人協議会エリア展開の取組みについて 

社 協    社会福祉法人協議会の取組みを説明いたします。2015年７月に
社会福祉法人協議会が発足し、現加入法人は 41法人となりまし
た。これまで、ひとり親の子供のためのれいんぼう事業や人材育
成などに取り組んできました。社会福祉法人協議会の幹事会で
は、大田区全域で活動を行っていくのではなく、課題が起きてい
る地域ごとに活動を展開していく方が良いという意見がでまし
た。エリア展開を進めていくところで、コロナのため活動が展開
しにくい時期がありました。昨年度からエリアでの活動ができる
ようになりましたので、報告いたします。社会福祉法人協議会の



幹事会は、池上長寿園、大田幸陽会、大洋社、有隣協会、大田区
社協の５法人が担っています。大田区社協を除いた４法人に、そ
れぞれの４エリアを担当いただき地域福祉コーディネーターと連
携して進めいくという形をとっています。 

       蒲田地区では、有隣協会が運営している東六郷老人いこいの家
を活用して、多世代の居場所づくりを実施しました。いこいの家
は高齢者が集まる場となっていますが、近隣の子供たちを呼んで
多世代交流をする居場所として活用しています。民生委員や自治
会の方にも声をかけ、運営にも協力をしてもらっています。ま
た、「こども SOSの家」を子供たちや地域の方が知らない現状が
あったため、東六郷いこいの家が「こども SOSの家」となってい
るため、周知の取組みも行っています。今後は子供の居場所につ
いて検討していきたいと考えています。 

       大森地区では、池上まつりに社会福祉法人協議会のブースを出
展しました。社会福祉法人の PRはもちろんのこと、不登校や引
きこもりのような地域と接点の少ない子どもを呼んで、うちわを
売るなどの活動を行いました。今年度については、４つの分科会
形式で、地区の資源帳の作成、フードパントリー実施の検討、職
員研修、多世代の居場所で地域公益的活動の推進を図っていきま
す。 

       調布地区では、シニアステーション田園調布西と嶺町集会室の
二カ所でフードパントリーを行いました。社会福祉法人の強みを
活かして、お困りの方に食料だけを渡すのではなく、そこから抜
け出す術を考える機会となるようにしました。カフェの中で困り
ごとを相談できるような、ハードルの低い相談窓口を目指して開
催しました。重層的支援体制整備事業の「住民に身近な相談窓
口」を意識して行いました。今年度は社会福祉法人協議会で食料
を集めることができないかと考えています。 

       最後に、糀谷羽田地区です。重層的支援体制整備事業について
研修会を行いました。今年度は研修だけではなく、祭りなどでブ
ースを出展し、PRをしていく予定となっています。 

       このように４地区で特色が異なりますが、４つのエリアで社会
福祉法人の PRとともに地域公益的な取り組みの推進を行ってい
ます。 

司 会    これまでの報告内容を含めて、委員の皆さんに社会福祉法人に
期待することや地域の福祉課題、地域で求められている福祉サー
ビスについて、率直なご意見をいただければと思います。よろし
くお願いいたします。 

 

A委員    大身連では実践講座を行いました。今年度は、ユニバーサルデ
ザインの UD実践講座、具体的には、施設を点検して、どのよう
にしたら使いやすい施設にできるかということを行っています。
社協のエリア会議に参加できると良いのかなと思っています。 

 



B委員    私は民生委員の他に、NPO法人馬込子まもり会の理事をしてい
ます。子ども食堂を始めて７年、月に１回ゲリラ的にフードパン
トリーを開催しています。昨日子まもり大祭というイベントがあ
りましたので、そのイベントの中で事前告知をしてフードパント
リーを行いました。例月は 72食を目標にしてますが、事前告知
をしていたことでお子さんも多く来て、今回は 240食が 15分で
終了しました。７年前に始めた子ども食堂では、カレーを提供し
ていました。馬込地区は貧困層の少ない地域でしたので、友達を
誘って遊びに来るという感覚の子供が多かったです。その時は 80
食ほどのカレーを配付していました。コロナ禍となり、最近は状
況が変わってきて、貧困層も増えてきました。特に母子家庭の方
が、「本当に困っています」と申し出のあった方はお米をそっと
渡すと喜ばれています。ただし、貧困層は、地域の中で見つけに
くい状況があります。手を挙げてくれればありがたいが、手は挙
げにくい人が多いので、地域の状況を発掘して共有することが大
事だと思っています。 

 

C委員    東京都の状況をお伝えすると、他のところでも、エリアごとに
社会福祉法人が集まり、地域のためにできることをしていこうと
いう地域は増えてきています。「社会福祉法人だからこそできる
こと」「地域だからこそできること」を大事にして活動していく
と良いのかなと思います。若者や計画を知らない方、社会福祉法
人を知らない方などまだたくさん多いと思います。これからも
様々なところと連携しながら地域づくりをしていくと良いと思い
ます。 

D委員    地域の課題はたくさんあり、本日の会議の中でも居場所の話が
出ましたが、場の提供はとても大事なことです。資料に、公共施
設が使いにくいということも書いてありました。社会福祉法人が
持っている施設を貸してもらったり、一緒にやるなどということ
が具体的にできたら良いなと思います。コラボではないが、町
会・自治会と企業、町会・自治会と社会福祉法人などを仕掛けて
いくと良いと思います。そこには懸け橋が大事になっていきま
す。「人」も住民だけではなく、仕事帰りにできる人や学生など
も巻き込んでいくのも今後必要だと思います。せっかく社会福祉
法人もたくさんあって、思いもあるのであれば、繋げるところを
社協がやってくれることを期待しています。 

 

E委員    プシケおおたと精神障害者家族連絡会では、コミュニティスペ
ースにしかまたで、精神障害者を理解してもらうために、精神障
害者の方が働きながら、喫茶店を行っています。はじめは、精神
障害者や関係者だけでしたが、今は地域の一人暮らしの方など、
地域の方が交わってきてくれています。皆の居場所となってま
す。 

 

F委員    社協にも協力してもらっていますが、大田区の地域力応援基金
を使って、こども食堂だんだんが主催で、ファーストリーチプロ



ジェクトを行っています。７/15、10時～16時、エセナおおたで
シングルファミリー応援フェスタを開催します。お母さん方がほ
っとできる場や子供が遊べる場を行います。また、相談ができる
場として、社協や様々な団体が相談ブースも設けています。その
隣では、タロット占いもあり、そこから相談ブースにもつなげて
いくなど、肩の凝らない形で楽しみながら社会資源につなげてい
くことができたら良いなと思っています。 

 

G委員    地域包括支援センターと地域協議会との関わりはどのように理
解したら良いか教えてください。 

 

区職員    社会福祉法人の関係は、法人全体の取組みと理解しています。
地域包括支援センターは委託している法人がそれぞれあります。
長寿園や響会などは、法人として法人が全体として地域へ還元を
していく、地域に必要な福祉事業等を行っていく、そのようなこ
とが法律に決められています。その部分を「地域における公益的
な取組」として一覧をお渡ししています。 

       社会福祉法人の義務として「地域における公益的な取組」を行
っていくと決められています。地域包括支援センターの事業と法
人の事業は別とお考えください。 

 

社協     地域包括支援センターは社会福祉法人としての事業の中で行っ
ています。「地域における公益的な取組」というのは、社会福祉
の事業ではない部分で行うことです。地域包括支援センターは  
社会福祉法人だけでなくて、医師会も行っています。ジャンルは
別だと考えてもらいたいです。 

       お配りした資料は、社会福祉法人の「地域における公益的な取
組」です。社会福祉法人は、税金など色々優遇されています。そ
の代わり、社会福祉法人として地域に貢献する事業をするべきだ
という流れの中で、本日の資料をお配りしています。 

 

H委員    社会福祉法人は民間の団体として、思いをもってやってきた歴
史ある団体もあります。NPO法人や色々な区民活動が行われてい
る中で、社会福祉法人は税を優遇されて、制度内で事業を行って
いるだけでなく、こんなにたくさん地域に課題があるので、地域
に出ていこうという、解決したい思いを集めて公益的な取組をし
ていこうとなっています。だからこそ思いを持った人たちが手を
結び、地域資源としてやっていくということが大事かなと思いま
す。 

 

I委員    地域包括支援センターが取組んでいることは、当たり前として
地域包括支援センターが取り組むべきことだと思います。社会福
祉法人が運営主体として、地域で公益的にしていく活動として挙



げられてしまうと違うかと思います。住民から見る地域包括支援
センターは、高齢者の相談窓口であり、認知症予防カフェなど、
当然やるべきことだと思います。そのため、なぜ、「地域におけ
る公益的な取組」のところに掲載されているのか、疑問を持つの
はもっともなことだと思います。これだけの社会福祉法人が公益
的に活動していることは良いことだと思います。さらに、社会福
祉法人が地域に開かれた場所として、公益的な取組をもっと積極
的にやっていって欲しいと思います。 

 

司会     皆様ご意見をいただきまして、ありがとうございました。いた
だきましたご意見は、社会福祉法人協議会等で情報共有してまい
りたいと思います。 

 


